
 

市道での草刈り・刈払機作業における事故防止について 

 

まずは安全確保 

・車両の通行がある場所では、必ず周囲を確認してから作業を行いましょう。 

・歩行者の通行を妨げないよう、道具や刈り草の仮置き場所に配慮しましょう。 

熱中症やケガの防止 

・長袖、手袋、帽子など肌を保護できる服装で作業しましょう。 

・こまめに水分補給を行い、無理をせず作業しましょう。 

地域への配慮 

・刈り草が風で飛散しないよう注意しましょう。 

 

刈払機（草刈機）使用時の注意事項 

・刈払機を使用する前には必ず取扱説明書を読みましょう。 

・作業に適した服装、装備（保護メガネ等）で行いましょう。 

・作業前に各部の点検をしましょう。特に刈刃、飛散保護カバー、肩掛けバンドやハン 

ドルは正しく装着しましょう。 

・作業をする際は、地面の異物を除去し、必要に応じて防護ネット等を使用し、近くに 

人がいないことを確認してから開始しましょう。 

・回転する刈刃が障害物や地面に当たって跳ね返るキックバックに注意しましょう。 

・刈刃に巻き付いた草や異物を取り除く際は、必ずエンジンを止めてから行いましょう。 

・刈払機の使用講習会を受講しましょう。 

 

事故が発生した場合の対応について 

１ 負傷者の救護を最優先で行ってください。 

２ 添付の報告書に必要事項を記入してください。 

    ※「傷害事故」と「賠償事故」では使用する報告書が異なります。 

３ 記入した報告書を相談窓口へ提出するか、電話にて担当者へ内容をお伝えください。 

    ※土日祝の作業での事故が発生した場合は、開庁日にご連絡をお願いします。 

４ 保険金について 

※傷害事故：保険代理店が請求書を受領した日から約３週間前後で支払われます。 

※賠償事故：支払いの見通しが立ち次第ご連絡いたします。 
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